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浪
江　

福
治

一
日
は
24
時
間
で
す
。
人
間
は
、
働
く
時
間

以
外
に
睡
眠
や
食
事
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
な

生
活
を
送
る
時
間
が
必
要
で
す
。

労
働
基
準
法
は
、「
原
則
と
し
て
一
日
に
８
時

間
、
一
週
間
に
40
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
」「
労
働
時
間
が
６
時
間
を
超
え
る

場
合
は
45
分
以
上
、
８
時
間
を
超
え
る
場
合
は

１
時
間
以
上
の
休
憩
が
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」「
毎
週
少
な
く
と
も
一
回
の
休
日
か
、
４
週

間
を
通
じ
て
４
日
以
上
の
休
日
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

労
使
協
定
（
い
わ
ゆ
る
三
六
協
定
）
に
よ
っ

て
「
例
外
的
に
」
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
一
年
を
通
し
て
時
間
外
労
働
と
休

日
労
働
の
合
計
は
、
月
１
０
０
時
間
を
超
え
て

は
な
ら
ず
、
平
均
で
80
時
間
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、「
仕
事
量
に
見
合
っ
た
人
員
配
置
が

な
い
」「
残
業
奨
励
の
社
風
」「
賃
金
が
低
く
て

残
業
代
を
あ
て
に
し
な
け
れ
ば
生
活
が
で
き
な

い
」
な
ど
の
理
由
で
、「
通
常
も
」
時
間
外
に

働
か
ざ
る
を
得
な
い
職
場
が
多
い
の
も
実
態
で

す
。正

規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
働
か
せ
た
場
合

は
、
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」
と
言
わ
れ
、
割
増
賃

金
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
実
態
も
あ
り
ま
す
。

労
働
者
が
使
用
者
に
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
す
。

日
本
の
年
次
有
給
休
暇
は
、
付
与
に
対
し
て

の
取
得
率
は
約
半
分
～
６
割
で
す
。
20
日
の
付

与
で
取
得
は
約
12
日
程
で
す
。

仮
に
時
間
給
２
千
円
と
す
れ
ば
、
有
給
休
暇

を
一
日
取
得
で
き
な
け
れ
ば
、
１
万
６
千
円
の

タ
ダ
働
き
、
年
間
10
日
取
得
で
き
な
け
れ
ば
16

万
円
の
タ
ダ
働
き
で
す
。

近
年
は
、
在
宅
ワ
ー
ク
と
い
う
勤
務
形
態
も

増
え
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
際
の
、
労
働
時
間
、

通
信
機
器
の
費
用
、
私
生
活
へ
の
介
入
の
有
無

等
々
を
、
労
基
法
に
沿
っ
て
労
使
で
決
め
る
こ

と
が
重
要
で
す
。

長
時
間
労
働
は
、
過
労
死
や
精
神
疾
患
を
は

じ
め
、
労
働
者
の
心
身
す
り
減
ら
す
大
問
題
で

す
。
労
働
組
合
の
役
割
は
重
要
で
す
。

	

（
労
働
大
学
埼
玉
運
営
委
員
会
副
委
員
長
）

3 2


